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町
長
町
長
へ
の
手
紙

の
手
紙

町
長
へ
の
手
紙

　

町
で
は
、「
町
長
へ
の
手
紙
」を
利
用
し
て
、住

民
の
皆
さ
ま
か
ら
、日
ご
ろ
お
気
付
き
の
こ
と
や
、

ご
意
見・ご
提
案
を
頂
き
、で
き
る
限
り
町
政
に

反
映
さ
せ
て
い
く
よ
う
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

平
成　

年
度
は
、１
４
５
通
、１
５
４
件
の
ご

意
見
な
ど
を
頂
き
ま
し
た
。お
寄
せ
い
た
だ
い
た

ご
意
見
な
ど
は
必
ず
町
長
が
目
を
通
し
、必
要
な

も
の
に
つ
い
て
は
文
書
で
回
答
し
て
い
ま
す
。

２７

瑞穂町長

複数頂いた内容のうち、次の手紙についてご紹介します。

問
合
せ　

秘
書
広
報
課

5
5
7
―
7
4
9
7

平成２７年度の内訳
内容  件数

29
25
20
18
10
10
8
5
5
24

施設 
福祉
環境
道路
防災・防犯
教育
職員
都市計画
産業
その他
合計 154

【町長への手紙（平成28年2月3日受領）】　
テニスコートの有料化とコートの修復などについて
先日、体育施設有料化の説明会がありましたが、納得できない点がございます。

ぜひ、再検討をお願いします。
　町営第2庭球場のコートにつきましては、破損が著しく何人もの人がつまずき、転
倒による怪我やウェアの破損などがあります。社会教育課では十分に注意を払っ
てテニスをするようにという掲示をフェンスに掲げていますが、テニスは走ってボール
を打つものであり、認識に欠けていると思います。以前からコートの修復をお願いし
ていますが、予算がないものとの一点張りです。また、ベンチもいつ壊れてもおかし
くない状態です。
　有料化についても、家族で楽しむなら500円は高値だと思います。
　以下の４点を要望します。①テニスコートの全面修復②有料化は300円以下
③壊れたベンチの撤去と新設④ネットとハンドルの新規化と定期メンテナンス

【町長からの回答（平成28年2月29日回答）】
　このたびは、ご意見をお寄せいただきありがとうございます。
　ご指摘のとおり町営第2庭球場は、部分的に人工芝の張替えを行い、補修して
いる現状です。修復には、多大な費用を要します。今後は予算配分を組み立て補
修に取り組んでまいりますので今しばらくお待ちください。ご理解をお願いします。
　また、施設の有料化についてですが、瑞穂町第４次行政改革大綱に基づ
き、平成23年度に「施設使用料の適正化検討委員会」を立ち上げ、受益者負
担の原則、共通の使用料等算定ルールの確立、減額・免除規定の見直し等の
検討を重ねてまいりました。その結果、維持補修費や人件費等による原価計算
や施設の性質別分類と受益者負担率、これらを総合的に勘案し決定させてい
ただきました。何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
　今後も、町政にご理解、ご協力をよろしくお願いします。
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フレッシュランド西多摩からのお知らせフレッシュランド西多摩からのお知らせ ■ 入浴回数券20％割引販売
期　間　7月8日㈮～18日㈷　※11日㈪は休館日です。
料　金　11回分のお得な回数券（3時間利用）をさらに20％OFF■ 野菜直売会　近隣市町で採れた新鮮な野菜を販売します。

日　時　7月6日㈬～8日㈮、13日㈬～15日㈮、20日㈬～22日㈮
午後4時～6時　※野菜が無くなり次第終了します。

場　所　フレッシュランド西多摩 多目的施設（体育館）前

区　　分
大　人
子ども
大　人
子ども

5,000円　→　4,000円
2,500円　→　2,000円
8,000円　→　6,400円
4,000円　→　3,200円

 通常価格    →    割引価格
瑞穂町、青梅・福生・
羽村市在住の方

上記以外の地区に在住の方問合せ　フレッシュランド西多摩　　570―2626
　http://www.nishiei.or.jp

 環境基準 夏　季調査項目 　  冬　季

二酸化硫黄   0.04ppm以下　　  0.001～0.002ppm 　 　  0.001～0.002ppm
二酸化窒素   0.06ppm以下　0.007～0.016 0.007～0.028ppm 　 ppm
浮遊粒子状物質    0.10㎎/㎥以下   0.007～0.036㎎/㎥  0.008～0.027㎎/㎥

   　   オキシダント

   

0.06ppm以下

  

  0.019～0.037ppm 
　
0.013～0.036ppm

ダイオキシン類   0.6pg-TEQ/㎥以下　 0.018pg-TEQ/㎥ 0.017pg-TEQ/㎥

※ダイオキシン類については測定期間の平均値です。

測定場所　役場屋上
測定期間　▶夏季…平成27年8月19日～26日

▶冬季…平成28年2月5日～12日

問合せ　リサイクルプラザ　　557―0544

大気環境調査の結果大気環境調査の結果
瑞穂町内瑞穂町内  平成27年度に実施した｢大気環境調査｣の結果は表の通りです。

情報公開制度情報公開制度と個人情報保護制度の運用状況個人情報保護制度の運用状況情報公開制度と個人情報保護制度の運用状況
情報公開制度

平成25年度平成25年度平成27年度

個人情報保護制度

　町など（町長、教育委員会、選挙管理委員会、
議会など）が保有している情報を町民の皆さま
からの請求により公開する制度です。この制度
を実施することで、町政がより一層開かれたも
のとなり、町民の皆さまと町との信頼関係が強
化され、公正な町政の運営が図られることを目
指しています。ただし、法令で公開することが
できないと規定されている情報や個人のプライ
バシーに関する情報など、公開できないものも
あります。

  町では、日常の業務でたくさんの個人に関する情報を扱いながら、
住民サービスの向上に努めています。しかし、その取り扱いに適正
を欠いた場合は、皆さまのプライバシーが侵害されることになるた
め、個人情報の取扱方法を定めています。この制度により、町では
皆さまの大切な個人情報を厳重に管理し、保護に努めています。
■個人情報取扱事務とは
個人情報を扱う事務の目的や内容について町長に届出を行い、

公示することが義務付けられています（取扱事務届出）。また、
届出のあった個人情報は、原則として届け出た目的以外の利用
（目的外利用）や町以外に提供（外部提供）することを禁止して
いますが、例外として本人の同意が得られている場合、人の生命
や財産を守るため緊急かつやむを得ない場合などについては、目
的外利用や外部提供が認められています。
■自己情報の開示請求とは
町が保管する個人情報は、本人に限り自己情報の開示を請求する

ことができます。平成27年度の自己情報開示請求は、2件でした。

問合せ　総務課　　 557―7495

■自己情報の訂正等とは
町が保有する個人情報について、自己情報の記載に誤りがある場合には訂正の請求、自己情報が収集の制限を超え
て収集されている場合には削除の請求、自己情報が個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて利用され、または提供さ
れている場合には目的外利用の中止請求をすることができます。
 　平成27年度の訂正、削除、目的外利用の中止請求はありませんでした。

請求
件数

決定内容
取下げ全部

公開
一部
公開

非公開
（うち文書不存在）

議 会

計

6
1
0
0
0
0
0
7

2
1
0
0
0
0
0
3

1
0
0
0
0
0
0
1

2
0
0
0
0
0
0
2

1（1）
0
0
0
0
0
0
1（1）

不 服
申立て

0
0
0
0
0
0
0
0

平成27年度情報公開制度の運用状況

平成27年度個人情報取扱事務届出状況

取扱事務
届　出実 施 機 関

町 長

教 育 委 員 会

選挙管理委員会

監 査 委 員

農 業 委 員 会

固定資産評価審査委員会

議 会

計

目的外
利用届出

外部提供
届　出

341（2）

51（2）

8

1

1

1

5

408（4）

107(1)

6（1）

4

0

0

0

0

117(2)

98（1）

7

4

0

2

0

1

112（1）

※取扱事務の各届出は、平成15年の制度施行時
からの延べ件数です。（　）内が平成27年度に事
務開始の届出があった件数です。

実 施 機 関

町 長
教 育 委 員 会
選挙管理委員会
監 査 委 員
農 業 委 員 会
固定資産評価審査委員会

（単位：件）

（単位：件）
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　https://www.library.mizuho.tokyo.jp/

読書会

9日㈯
長岡コミュニティセンター学習室

午後2時から

おはなしの会
午前１１時から

一
般
向
け

児
童
向
け

2日㈯  瑞穂町図書館

午後3時30分から

  2日㈯  元狭山ふるさと思い出館図書室
  7日㈭  長岡コミュニティセンター和室
13日㈬  殿ケ谷図書室
14日㈭  長岡コミュニティセンター和室
16日㈯  元狭山ふるさと思い出館図書室

20日㈬  武蔵野コミュニティセンター和室
21日㈭  長岡コミュニティセンター和室
27日㈬  殿ケ谷図書室
28日㈭  長岡コミュニティセンター和室

○毎週月曜日（祝日含む）…図書館・全地域図書室
○13日㈬…長岡・武蔵野コミュニティセンター図書室

休
館
日

瑞穂町図書館　開館時間　午前9時～午後6時　
毎週木曜日は午後8時まで開館しています 

●新刊案内●●新刊案内●

月
7

『ポイズンドーター・ホーリーマザー』　
湊 かなえ（光文社）

　母と娘。姉と妹。男と女。ままならない関
係。鮮やかな反転、そしてまさかの結末・・・。
人の心の裏の裏まで描きだす、極上のミス
テリー全６編を収録。

『少年たちの戦場』
那須 正幹（新日本出版社）

　奇兵隊、満蒙開拓青少年義勇軍、沖縄鉄
血勤皇隊・・・。戊辰戦争や第２次世界大戦で、
大人にまじって武器を持ち、敵と闘った少年
たちを主人公とした物語全４話を収録。
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休館日 ○毎週火曜日
※体育施設使用の受け付けは行っています。 

2 月分の大・小ホール、9月分のリハーサル室・
会議室・競技場、使用の申し込みは、7月 1日㈮
から受け付けます。

○施設使用申請

557―7070
スカイホール7月

教育委員会
からのお知らせ

http://www.town.mizuho.tokyo.jp
/kyouiku/kyouiku.htm
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